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縄
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六
三
、
五
、
九

可
　
　
決

　
六
三
、
五
、
一
〇

可
　
　
決

沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八

一
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
沖
縄
復
帰
時
に
特
殊
法
人
と
し
て
設
立
さ
れ
た
沖

　
縄
電
力
株
式
会
社
の
民
営
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

　
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
同
社
の
事
業
計
画
や
定
款
変
更
等
に
関
す
る
通
産
大
臣
の
認
可

　
　
等
、
政
府
の
監
督
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。

　
二
、
民
営
化
後
の
同
社
の
資
金
調
達
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
沖
縄

　
　
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
一
般
電
気
事
業
会
社
に
対
す
る
貸
付
金
に

　
つ
い
て
、
一
般
担
保
制
度
を
設
け
る
こ
と
。

三
、
同
社
に
対
す
る
事
業
税
、
固
定
資
産
税
及
び
登
録
免
許
税
の
現

　
行
軽
減
措
置
を
継
続
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一

　
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関

　
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し

　
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
沖
縄
に
お
け
る
電
気
の
供
給
を
民
間
会
社
が
行
う

　
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
整
備
さ
れ
た
現
状
に
か
ん
が
み
、
復
帰
時
に



特
殊
法
人
と
し
て
設
立
さ
れ
た
沖
縄
電
力
株
式
会
社
の
民
営
化
を
図

ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

り
ま
す
。

　
第
一
に
、
現
在
、
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
中
に
規
定
さ
れ

て
お
り
ま
す
、
事
業
計
画
、
定
款
変
更
等
に
関
す
る
通
産
大
臣
の
認

可
等
、
沖
縄
電
力
株
式
会
社
に
関
す
る
政
府
の
監
督
規
定
を
削
除
す

る
こ
と
、
第
二
に
、
民
営
化
後
の
沖
縄
電
力
株
式
会
社
の
資
金
調
達

の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
一
般
電
気
事

業
会
社
に
対
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
、
一
般
担
保
制
度
を
設
け
る
こ

と
な
ど
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
沖
縄
振
興
開
発
に
よ
る
電
力
需
要
の

拡
大
、
民
営
化
後
の
電
気
料
金
水
準
、
現
行
助
成
措
置
の
継
続
、
政

府
保
有
株
式
の
売
却
方
法
と
売
却
益
の
活
用
、
等
の
質
疑
が
行
わ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
市
川
正
一
委
員
よ
り
、
原
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
賛

成
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
自
由
民
主
党
、
日
本
社
会
党
・
護
憲

共
同
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
国
民
連
合
、
二
院
ク
ラ
ブ
・

革
新
共
闘
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
新
党
・
参
議
院
の
会
の
各
派
共
同
提
案

に
係
る
、
民
営
化
後
の
適
正
な
電
気
料
金
水
準
の
確
保
等
に
つ
い
て

の
附
帯
決
議
を
賛
成
多
数
を
も
っ
て
行
い
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




